
2 52の

松
平
文
庫

「
九
頭
竜
川
河
口
絵
図
」
に
つ
い
て

平

野

幸

{変

は
じ
め
に

福
井
県
立
図
書
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
越
前
福
井

藩
の
公
文
書
で
あ
っ
た
松
平
文
庫
の
中
に
は
大
小
各

種
の
絵
図
が
含
ま
れ
て
い
る
。
慶
長
越
前
固
絵
図
等

数
メ
ー
ト
ル
四
方
に
及
ぶ
大
部
の
も
の
も
あ
る
が
、

小
ぶ
り
の
も
の
も
少
な
く
な
い
。
辰
之
標
「
文
武
」

袋
に
も
小
ぶ
り
の
絵
図
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
が
、

そ
の
中
に
「
九
頭
竜
川
河
口
絵
図
」
と
い
う
絵
図

が
あ
る
(
以
下
、
「
河
口
絵
図
」
と
い
う
。
)

0

河
口
絵
図
に
は
、
特
に
表
題
が
記
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
が
、
=
一
国
湊
、
出
村
、
宿
浦
、
泥
原
新

保
浦
、
川
崎
村
と
い
っ
た
九
頭
竜
川
河
口
周
辺
が
描

か
れ
て
い
る
た
め
こ
の
よ
う
な
名
前
が
付
け
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
大
き
さ
は
ほ
ぼ
A
4
判
程
度
、
淡
彩

平
野

松
平
文
庫
「
九
頭
竜
川
河
口
絵
図
」
に
つ
い
て

で
着
色
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
後
述
す
る
よ
う
な
書
き

込
み
が
各
所
に
朱
筆
で
加
え
ら
れ
て
い
る
。
「
文
武
」

袋
に
含
ま
れ
る
史
料
の
多
く
は
幕
末
の
弘
化
・
嘉
永

年
間
の
も
の
と
さ
れ
る
が
、
河
口
絵
図
に
は
年
号
の

記
載
は
な
い
。

本
稿
で
は
、
こ
の
河
口
絵
図
の
作
成
年
代
と
そ
の

経
緯
を
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

ー
)
『
松
平
文
庫
福
井
藩
史
料
目
録
』
二

O
頁
、
七
五
五
号

2
)
三
国
湊
を
描
い
た
絵
図
と
し
て
は
、
安
永
七
年
1
寛

政
三
年
(
一
七
七
人
1
一
七
九
二
の
作
成
と
さ
れ
る

「
一
二
国
浦
絵
図
」
(
『
福
井
県
史
』
資
料
編
時
上
、
絵
図

地
図
)
、
幻
図
、
明
治
初
年
の
作
成
と
さ
れ
る
「
コ
一
国
湊

滝
谷
村
絵
図
」
(
同
書
解
題
・
解
説
、
五
四
頁
)
の
ほ
か

国
湊
を
烏
搬
図
的
に
描
い
た
慶
応
元
年
の
作
成
と
さ

れ
る
「
越
前
三
国
湊
風
景
之
図
」
な
ど
が
あ
る
(
い
ず

れ
も
、
坂
井
市
み
く
に
龍
淘
館
所
蔵
)
。

一
、
河
口
絵
図
に
記
さ
れ
た
情
報

河
口
絵
図
に
は
、
様
々
な
情
報
が
盛
り
込
ま
れ
て

い
る
が
、
そ
の
中
に
は
作
成
年
代
を
絞
り
込
め
る
も

の
が
あ
る
。

(
一
)
道
実
島
と
殿
島

ま
ず
、
河
口
絵
図
の
中
央
や
や
左
、
九
頭
竜
川
(
河

口
絵
図
で
は
「
福
井
川
」
と
あ
る
。
)
と
竹
田
川
(
河

口
絵
図
で
は
「
金
津
川
」
と
あ
る
。
)
の
合
流
点
付
近

に
中
洲
の
島
が
い
く
つ
か
描
か
れ
て
お
り
、
最
大
の

も
の
は
「
道
実
島
」
と
、
他
は
単
に
「
島
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。

『
福
井
藩
下
領
村
鏡
』
に
よ
れ
ば
、
「
嶋
三
ケ
所
」

が
あ
り
「
蔑
嶋
殿
嶋
共
御
嶋
共
言
、
三
国
支
配
。

道
実
嶋
往
古
新
保
浦
道
実
彦
兵
衛
へ
賜
、
今
ニ
新

保
浦
へ
支
配
ス
。
新
保
嶋
有
故
新
保
浦
ニ
支
配
ス
。
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。

『
越
前
国
名
蹟
考
』
に
よ
れ
ば
、
同
じ
く

次
の
よ
う
に
三
つ
の
島
が
記
さ
れ
て
い
足
。

ま
た
、

「
龍
島

弐
百
八
拾
八
聞
に
九
拾
五
問
、
国
絵

弐
百
五
拾
間
同
に
六
拾
四
間
同
下
の

図
」
「
同

方
に
あ
り
」
「
同

百
六
拾
四
聞
に
四
拾
五
間
上

の
方
に
在
り
、
国
絵
図
」
「
右
コ
一
島
何
茂
川
島
な

り
大
な
る
中
の
島
を
道
実
島
と
云
商
家
道
実
何
某

支
配
な
る
へ
し
川
上
の
方
に
あ
る
島
は
別
に
よ
ふ

名
目
な
し
水
下
の
方
に
在
る
を
新
保
島
と
い
ふ
」

道
実
島
は
、
既
に
室
町
時
代
に
は
「
出
来
島
」
と

呼
ば
れ
、
明
徳
四
年
(
一
三
九
三
)
お
よ
び
応
永
二

の
二
度
に
わ
た
り
三
国
湊
と
九

中

の

相

I
}

、ぇ

頭
竜
川
の
対
岸
に
位
置
す
る
阿
古
江
と
で
そ
の
帰
属

一
年
(
一
四
一
四
)
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を
『争
一つ
固た
鑑Eが
』阿

に古
よ江
れの
ば所五
、属十

とこ
な巻
つー
たE号

「
新
保
浦
道
実
与
六
支

配
、
文
政
四
巳
年
御
用
地
ニ
相
成
人
家
建
、
人
家
ハ

三
国
支
配
」
と
あ
り
、
泥
原
新
保
浦
に
居
住
し
て
い

た
道
実
氏
の
名
前
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

道
実
氏
は
他
の
泥
原
新
保
浦
の
船
持
商
人
と
と
も

に
津
軽
等
東
北
方
面
で
材
木
を
買
い
付
け
て
商
売
を

行
っ
て
お
り
、
「
道
実
氏
由
緒
車
」
に
よ
れ
ば
、
寛

文
九
年
(
一
六
六
九
)
に
は
津
軽
藩
か
ら
手
船
二

O

般
の
船
役
免
許
状
を
得
て
い
る
ほ
か
、
福
井
藩
か
ら

も
「
大
安
院
様
御
代
中
ノ
嶋
拝
領
仕
、
是
ヨ
リ
字
道

実
嶋
ト
唱
申
候
」
と
あ
り
、
道
実
島
は
大
安
院
す
な

わ
ち
福
井
藩
四
代
藩
主
松
平
光
通
か
ら
拝
領
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
。

同
由
緒
書
に
よ
れ
ば
、
道
実
島
は
「
文
政
二
己
卯

年
御
用
地
ニ
相
成
、
嶋
代
り
御
米
弐
百
俵
ッ
、
年
々

被
下
置
」
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。

『
コ
一
国
鑑
』
で
は

文
政
四
年
に
御
用
地
に
な
っ
た
と
い
う
記
述
が
あ

り
、
二
年
の
差
が
あ
る
が
、

『
三
国
鑑
』
の
方
は
文

政
四
年
に
三
国
湊
か
ら
道
実
島
に
汐
見
橋
が
架
け
ら

れ
た
こ
と
と
混
同
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
な
お
、

汐
見
橋
の
規
模
は
、

『
三
国
鑑
』
に
よ
れ
は
、

サ
三
十
五
問
、
幅
三
間
」
で
あ
っ
た
将
、
天
保
五
年

に
両
端
を
石
造
と
す
る
半
石
半
木
の
橋
に
架
け
替
え

ら
れ
る
な
目
、
何
度
か
架
け
替
え
ら
れ
た
。

さ
て
、
河
口
絵
図
に
は
道
実
島
に
汐
見
橋
が
架
か

っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
島
内
に
は
田
畑
と
見
ら
れ
る

縦
横
の
線
が
記
さ
れ
る
ほ
か
林
の
中
に
建
物
ら
し
き

も
の
が
一
軒
見
え
る
の
み
で
、
「
人
家
建
」
つ
状
況

に
は
な
い
未
開
発
の
状
況
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な

が
ら
、
幕
末
に
浅
田
新
右
衛
門
が
大
砲
等
を
製
造
し

て
い
た
鋳
物
工
場
や
、
加
賀
藩
の
廻
米
を
請
負
っ
た

こ
と
も
あ
る
豪
商
三
国
与
兵
衛
の
邸
宅
も
な
い
。

一
方
、
『
福
井
藩
下
領
村
鏡
」
に
記
さ
れ
た
嶋
三

ケ
所
の
一
つ
で
あ
る
殿
島
は
、
河
口
絵
図
で
は
丸
岡

藩
領
川
崎
村
と
陸
続
き
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
状

況
に
つ
い
て
後
述
す
る
築
洲
等
の
よ
う
な
注
記
は
特

に
な
い
。
一
般
に
、
中
洲
な
ど
土
砂
の
堆
積
は
渡
諜

を
し
な
い
限
り
進
む
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
河
口
絵
図

の
殿
島
付
近
の
状
況
は
『
福
井
藩
下
領
村
鏡
』
が
作

成
さ
れ
た
安
永
二
年
(
一
七
七
三
)
か
ら
時
聞
が
経

過
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
な
お
、
殿
島
は

長

文
化
九
年
四
月
に
福
井
木
田
町
の
油
屋
嘉
兵
衛
が
十

か
年
間
二
十
俵
づ
っ
上
納
す
る
こ
と
で
開
田
請
作
を

落
札
し
て
い
る
的
、
河
口
絵
図
は
概
略
で
あ
る
た
め

開
田
済
み
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
出
来

と
ミ

O

中
旬
、

νし
た
が
っ
て
、
河
口
絵
図
の
景
観
年
代
は
安
永
二

年
よ
り
下
る
も
の
の
文
政
四
年
を
下
る
こ
と
は
な

しミ。(
二
)
三
国
湊
の
各
町
名
記
載

河
口
絵
図
に
は
、
九
頭
竜
川
の
川
端
に
コ
一
国
湊
の

家
々
が
並
ぶ
姿
が
描
か
れ
て
お
り
、
川
端
の
川
側
に

朱
筆
で
町
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
川
下
側
か
ら
順

番
に
「
木
場
町
」
「
今
町
」
「
下
新
町
」
「
元
新
町
」

「
松
ケ
下
町
」
「
下
西
町
」
「
上
西
町
」
「
大
門
町
」

「
元
町
」
「
中
町
」
「
上
ミ
町
」
、
そ
し
て
後
述
す
る

「
御
蔵
所
」
を
挟
ん
で
「
岩
崎
町
」
が
記
さ
れ
て
い

る。

「
元
新
町
」
は
「
正
保

二
乙
酉
年
人
家
建
」
と
あ
り
、
「
下
新
町
」
は
「
元

新
町
追
々
家
数
増
ニ
付
、
二
町
二
分
ツ
」
と
あ
る
。

『
三
国
鑑
』
に
よ
れ
ば
、

「
木
場
町
」
は
「
慶
安
元
戊
子
年
人
家
建
、

但
今
町
ヨ
リ
ハ
七
十
年
斗
前
也
」
と
あ
り
、
「
今
町
」

ま
た
、

は
「
享
保
二
酉
年
迄
ハ
遠
浅
荒
地
ニ
候
を
、
木
屋
甚

右
衛
門
・
平
野
屋
吉
右
衛
門
願
之
上
地
盛
引
受
人
家

建
」
と
あ
り
、
ま
た
、
享
保
二
十
年
に
木
場
町
の
長

町
人
ら
が
提
出
し
た
証
文
に
よ
れ
ば
、

「
十
九
年
以
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前
右
あ
は
ら
地
屋
敷
に
相
願
今
町
出
来
、
依
之
家
続

に
罷
成
候
」
と
あ
る
。

河
口
絵
図
に
は
今
町
も
町
建
て
さ
れ
て
い
る
状
況

が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
享
保
二
年
(
一
七
一

七
)
以
降
の
景
観
年
代
で
あ
る
。

(
三
)
上
ミ
町
の
「
御
蔵
所
」

河
口
絵
図
の
竹
田
川
沿
い
、
=
一
国
湊
の
上
ミ
町
と

岩
崎
町
と
の
間
に
は
「
御
蔵
所
」
が
記
さ
れ
て
お
り
、

両
側
の
町
並
み
と
は
異
質
で
柵
で
固
ま
れ
て
い
る
。

享
保
二

O
年
(
一
七
三
五
)
二
月
晦
日
に
三
国
湊

で
発
生
し
た
大
火
で
は
、
家
屋
二
九
八
、
土
蔵
二
六

が
焼
失
し
た
ほ
か
、
御
米
宿
の
土
蔵
に
保
管
さ
れ
廻

船
の
到
着
を
待
っ
て
い
た
幕
府
領
預
所
廻
米
一
万
人

0
0
0俵
(
六
、
六
三
七
石
九
升
余
)
が
焼
失
し
が
)
。

こ
れ
を
機
に
幕
府
か
ら
類
焼
の
恐
れ
が
な
い
場
所
に

御
米
蔵
の
設
置
を
求
め
ら
れ
、
翌
々
年
の
元
文
二
年

(
一
七
三
七
)
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

3 

(
四
)
出
村
と
川
口
留
御
番
所

こ
の
河
口
絵
図
で
一
際
目
に
付
く
の
は
、
三
国
湊

の
川
下
側
の
出
村
で
あ
る
。
出
村
は
、
朱
筆
の
点
線

「
朱
引
ノ
内
丸
岡
領
大
方
」
と
記
さ
れ

で
囲
ま
れ
、

平
野

松
平
文
庫
「
九
頭
竜
川
河
口
絵
図
」
に
つ
い
て

て
い
る
。
丸
岡
藩
領
滝
谷
村
の
出
村
で
あ
っ
た
が
、

町
場
で
あ
る
福
井
藩
領
三
国
湊
に
続
く
た
め
三
国
出

村
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

三
国
湊
の
滝
谷
出
村
と
の
境
界
付
近
に
記
さ
れ
た

川
口
留
御
番
所
は
、
三
一
国
鑑
」
に
よ
れ
ば
「
正
保

元
申
年
三
国
町
端
ヨ
リ
滝
谷
地
境
江
引
越
、
丈
久
元

酉
年
同
所
川
端
江
御
建
替
」
と
あ
る
が
、
川
端
に
は

柵
が
設
け
ら
れ
て
建
物
は
や
や
内
側
に
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
正
保
元
年
(
一
六
四
四
)
か
ら
文
久

元
年
(
一
八
六
一
)
ま
で
の
景
観
状
況
を
示
し
て
い

る。
な
お
、
河
口
絵
図
に
は
、
付
筆
が
二
箇
所
付
け
ら

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
滝
谷
村
お
よ
び
川
口
留
御

番
所
の
そ
れ
ぞ
れ
下
に
丸
岡
藩
の
年
貢
米
の
廻
米
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
滝
谷
村
ハ
此
所
ニ
而
、
則
丸
岡
和
ぢ
米
倉
有
之

故
、
夫
β
直
ニ
舟
積
沖
出
せ
ん
と
の
事
」

「
此
所
口
留
御
番
所
ニ
而
船
積
之
儀
悉
皆
此
御
番
所

前
ニ
而
為
積
候
事
ニ
而
、
是
β
下
へ
舟
繋
さ
せ
不
申

事
前
々
β
之
御
法
ニ
而
、
則
御
条
目
之
通
ニ
而
者
丸

岡
廻
米
ハ
元
舟
を
此
御
番
所
前
へ
繋
置
、
滝
谷
村
'PO

此
所
迄
伝
馬
舟
ニ
而
持
付
ケ
積
入
候
事
ニ
而
、
川
上

へ
引
上
候
事
ニ
而
、
余
程
手
間
造
作
も
有
之
事
也
、

其
上
此
節
伝
馬
舟
賃
甚
高
直
之
由
、
安
以
丸
岡
β
ハ

滝
谷
村
β
積
出
候
得
者
格
別
便
利
之
事
也
、
但
口
銭

方
下
役
此
御
番
所
へ
詰
居
諸
荷
物
改
也
」

近
世
中
期
に
は
、
越
前
田
内
で
は
福
井
藩
の
他
に

鯖
江
藩
、
大
野
藩
、
勝
山
藩
な
ど
諸
藩
の
領
地
が
錯

綜
し
て
い
た
。
諸
藩
の
年
貢
米
は
=
一
国
湊
に
運
ば
れ

津
出
し
さ
れ
た
が
、
そ
の
間
保
管
施
設
は
コ
一
国
湊
の

町
蔵
を
借
り
て
廻
米
に
備
え
て
い
た
。

一
方
、
丸
岡
藩
で
は
=
一
国
湊
に
隣
接
す
る
滝
谷
村

を
領
有
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
出
村
(
滝
谷
出

村
)
に
米
蔵
を
設
置
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
直
接
船

積
み
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
三
国
湊
を
経
由
す
る
必

要
が
あ
っ
た
。
こ
の
付
筆
で
は
、
丸
岡
藩
米
蔵
か
ら

年
貢
米
を
積
ん
だ
伝
馬
舟
を
川
口
留
御
番
所
前
ま
で

遡
り
、
改
め
を
受
け
て
か
ら
廻
船
に
積
み
込
む
段
取

り
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

(
五
)
水
戸
小
屋
(
宿
浦
)

水
戸
小
屋
は
、
河
口
絵
図
に
は
九
頭
竜
川
河
口
で

あ
る
水
戸
口
に
を
見
下
ろ
す
宿
ノ
浜
の
高
台
に
あ

り
、
櫓
と
柵
ら
し
き
も
の
が
概
略
な
が
ら
記
さ
れ
て

い
る
。
出
入
り
す
る
船
の
安
全
な
航
行
を
す
る
た
め

に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
、
元
禄
十
二
年
「
町
内
治
定
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改
方
記
録
」
、
安
永
二
年
『
福
井
藩
下
領
村
鏡
」
お
よ

び
慶
応
元
年
『
三
国
鑑
』
に
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
る
。

「
同
所
(
宿
浦
)
水
戸
案
内
小
屋
右
元
禄
十
一

寅
年
ヨ
リ
室
屋
惣
次
郎
支
配
ニ
被
仰
付
候
、
入
船

難
義
不
致
様
ニ
致
度
願
ニ
付
御
免
被
仰
付
候
、
夫

ニ
付
他
国
船
ヨ
リ
一
人
三
分
ッ
、
案
内
賃
ヲ
取
、

右
入
用
ニ
当
也
、
当
所
ノ
船
ニ
ハ
右
間
役
か
、
り

候
事
ハ
決
て
無
之
義
ニ
御
座
候
サ
)

「
水
戸
口
水
戸
小
屋
導
洲
亭
ト
云
、
水
戸
守
室

屋
亀
次
郎
支
配
、
元
禄
十
丁
丑
年
・
5
代
々
勤
之
、

燈
楼
、
梼
一
不
船
弐
鰻
」

「
水
戸
小
屋
元
禄
十
一
寅
年
入
船
難
儀
不
致
様

ニ
と
の
室
谷
亀
次
郎
願
ニ
付
御
免
、
何
之
他
国
船

・5
一
人
ニ
銭
三
十
文
宛
水
門
案
内
賃
を
取
」

年
号
が
元
禄
十
年
(
一
六
九
七
)
と
元
禄
十
一
年
と

で
一
年
の
違
い
が
あ
り
、
室
屋
惣
次
郎
と
室
屋
亀
次

郎
(
室
屋
惣
次
郎
の
子
)
と
い
う
名
前
の
違
い
が
あ

り
、
他
国
船
か
ら
の
案
内
賃
に
一
人
あ
た
り
一
一
一
分
と

(
沼
)

銭
三
十
文
の
違
い
が
あ
る
。

河
口
絵
図
に
み
え
る
櫓
に
つ
い
て
は
、
元
文
三
年

(
一
七
三
人
)
に
水
戸
教
船
灯
明
を
立
て
る
た
め
に

「
宿
浦
浜
之
内
拾
間
四
方
致
借
地
小
屋
を
建
候
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
小
屋
が
灯
明
の
櫓
を
示
す
も

(
担
)

の
な
ら
ば
元
丈
コ
一
年
以
降
の
こ
と
に
な
る
。

こ
の
水
戸
小
屋
の
設
置
の
経
緯
に
つ
い
て
、
松
平

文
庫
「
越
前
世
譜
」
に
は
、
元
禄
十
年
十
月
に
次
の

(
お
)

よ
う
に
-
記
さ
れ
て
い
る
。

「
近
年
一
一
一
国
湊
水
戸
口
瀬
替
り
、
渡
来
之
入
船
一

ノ
瀬
ニ
而
致
破
損
候
故
入
船
少
く
相
成
候
ニ
付
、

昼
夜
共
一
ノ
瀬
左
右
ニ
船
壱
般
宛
出
置
水
道
を

教
、
夜
分
ハ
水
戸
口
ニ
日
当
之
燈
立
置
度
旨
室
屋

惣
次
郎
与
申
者
願
出
候
ニ
付
、
願
之
通
可
申
付
旨

金
津
奉
行
大
宮
彦
右
衛
門
茂
富
江
月
番
御
家
老
申

渡
之
」

し
か
し
な
が
ら
、
同
じ
十
月
に
コ
一
国
湊
の
近
隣
の

幕
府
領
安
嶋
浦
に
お
い
て
「
新
泊
り
囲
築
立
申
度
願

之
訴
状
」
が
舟
寄
陣
屋
に
提
出
さ
れ
て
お
情
、
翌
十

一
月
に
は
金
津
郡
代
か
ら
三
国
湊
の
問
丸
庄
屋
問
屋

等
に
知
ら
さ
れ
、
争
論
と
な
っ
た
が
、
翌
十
一
年
正

月
に
は
三
国
湊
側
が
勝
利
し
、
安
嶋
浦
に
築
港
さ
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
争
論
の
背
景
に
は
九
頭

竜
川
河
口
を
経
て
三
国
湊
へ
廻
船
が
入
港
す
る
の
に

支
障
が
あ
っ
た
こ
と
が
背
景
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

三
つ
ノ
。

な
お
、
こ
の
水
戸
小
屋
は
『
三
国
鑑
』
で
次
の
よ
う

(
盟
)

に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
幕
府
領
廻
米
を
積
み
込

ん
だ
廻
船
(
御
城
米
船
)
が
出
帆
す
る
際
の
出
張
所

と
し
て
も
利
用
さ
れ
て
い
た
が
、
幕
末
の
外
国
船
へ

の
対
応
の
た
め
安
政
三
年
(
一
八
六
五
)
に
三
国
湊

周
辺
に
設
置
さ
れ
る
御
台
場
の
一
つ
が
水
戸
小
屋
前

に
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
宿
浦
御
台
場
の
施
設

(
却
)

に
転
用
さ
れ
た
。

「
御
城
米
船
出
帆
之
節
出
張
所
古
来
水
戸
小
屋
江

出
張
之
所
、
安
政
三
辰
年
水
戸
小
屋
ハ
御
台
場
御
用

ニ
相
成
候
ニ
付
、
湊
β
取
建
平
生
ハ
清
右
衛
門
江
貸

置」
し
た
が
っ
て
、
水
戸
小
屋
の
設
置
期
間
か
ら
み
る

と
、
河
口
絵
図
は
元
丈
三
年
か
ら
安
政
三
年
ま
で
の

聞
の
も
の
で
あ
る
。

(
六
)
木
蔵
(
御
材
木
蔵
)
(
宿
浦
)

河
口
絵
図
で
は
、
水
戸
小
屋
の
左
下
に
は
「
木
蔵
」

と
記
さ
れ
た
柵
に
固
ま
れ
た
建
物
が
あ
る
。
「
町
内

治
定
改
記
録
」
に
は
、
宿
浦
に
「
御
材
木
蔵
」
が
あ

っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
福
井
藩
の
施
設
で
あ

り
、
藩
の
普
請
の
必
要
に
応
じ
て
材
木
が
用
立
て
ら

(
却
)

れ
た
。
な
お
、
「
寛
文
二
寅
年
御
木
蔵
引
越
ニ
テ
建
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
寛
文
二
年
(
一
六
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し
以
前
のに
場移
所転
は建
明設
らさ
かれ
でた
lまも
なの
い互で
ogあ

る
が

ムハ一一)

ヲ|
越

(
七
)
新
御
番
所
(
宿
浦
)

河
口
絵
図
の
木
蔵
の
左
上
、
出
村
の
近
く
に
「
新

御
番
所
」
と
記
さ
れ
た
建
物
が
見
え
る
が
、
こ
れ
は

次
の
よ
う
に
、
寛
政
十
年
(
一
七
九
八
)
に
設
置
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
先
達
而
御
評
議
有
之
候
宿
浦
滝
谷
村
地
境
ニ
新

規
御
番
所
御
建
被
遊
候
ニ
付
、
右
請
負
役
人
共
へ

被
仰
付
、
則
た
は
こ
や
孫
兵
衛
へ
申
付
、
此
節
専

地
取
出
来
御
普
請
ニ
相
懸
役
人
共
替
ル
々
々
見
分

ニ
罷
越
候
、
・
・
・
(
以
下
略
)
サ
)

河
口
絵
図
で
は
こ
の
付
近
は
や
や
入
江
の
よ
う
に

な
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
複
数
の
廻
船
が
描
か
れ
て
い

て
、
碇
泊
す
る
に
は
都
合
の
よ
か
っ
た
様
子
が
う
か

が
え
る
。
こ
の
入
江
部
分
は
福
井
藩
が
丸
岡
藩
領
滝

谷
出
村
と
の
境
界
に
設
置
し
た
川
口
留
御
番
所
か
ら

は
死
角
と
な
っ
て
い
た
。

5 

新
御
番
所
は
、
設
置
の
五
年
前
に
発
生
し
た
丸
岡

藩
領
滝
谷
出
村
と
福
井
藩
領
三
国
湊
と
の
聞
で
繰
り

広
げ
ら
れ
た
湊
の
権
益
を
巡
る
争
論
に
関
わ
る
も
の

で
あ
る
。
寛
政
六
年
に
は
、
幕
府
裁
定
に
よ
り
福
井

平
野

松
平
文
庫
「
九
頭
竜
川
河
口
絵
図
」
に
つ
い
て

藩
が
越
前
一
国
を
支
配
し
て
い
た
頃
以
来
の
沖
口
制

度
が
認
め
ら
れ
、
入
津
し
た
廻
船
と
の
商
取
引
は
福

井
藩
の
外
港
で
あ
る
三
国
湊
が
独
占
す
る
こ
と
が
改

め
て
承
認
さ
れ
、
丸
岡
藩
領
滝
谷
出
村
が
廻
船
と
直

接
取
引
き
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
問
。
今
日
伝
わ
る

(
罰
)

寛
政
七
年
制
定
の
沖
ノ
口
法
度
条
々
は
こ
の
争
論
の

結
果
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

新
御
番
所
の
役
割
は
、
次
の
よ
う
に
、
滝
谷
出
村

の
川
上
側
に
位
置
す
る
川
口
留
御
番
所
と
と
も
に
、

川
下
側
か
ら
滝
谷
出
村
を
監
視
す
る
役
割
を
果
た
す

(
部
)

も
の
で
あ
っ
た
。

「
松
平
越
前
{
寸
領
分
越
前
国
坂
井
郡
宿
浦
地
内
領

主
材
木
蔵
西
南
海
手
之
方
へ
仮
建
同
様
ニ
小
屋
一

ケ
所
此
度
取
建
申
候
、
右
者
毎
年
三
月
β
八
月
迄

他
国
船
出
入
之
節
取
締
之
為
軽
キ
小
役
人
共
出
役

致
来
候
、
右
之
者
共
休
息
所
穿
々
迷
置
、
毎
年
古

之
節
ハ
小
屋
ニ
詰
さ
せ
申
候
調
ニ
御
座
候
、
左
候

得
ハ
格
別
ニ
海
辺
元
締
ニ
も
相
成
候
、
・
・
・
(
以

下
略
)
」

な
お
、
こ
の
新
御
番
所
は
幕
末
の
文
久
二
年
(
一

(
訂
)

八
六
二
)
に
は
撤
去
さ
れ
た
が
、
同
年
春
に
川
口
留

御
番
所
が
川
端
に
石
垣
を
築
立
て
て
建
替
え
ら
れ
た

(
担
)

こ
と
に
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。

新
御
番
所
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
河
口

絵
図
は
寛
政
十
年
か
ら
丈
久
二
年
ま
で
の
景
観
を
示

し
て
い
る
。

か
ん
ち
ょ
う
じ

(
八
)
濯
頂
寺
水
制
枠

濯
頂
寺
水
制
枠
は
、
寛
永
九
年
(
一
六
三
二
)
に

三
国
湊
の
川
端
の
水
深
を
維
持
す
る
た
め
、
肥
後
熊

本
藩
出
身
の
野
村
市
之
丞
に
よ
り
対
岸
の
泥
原
新
保

浦
の
字
濯
頂
寺
に
水
制
枠
を
設
置
し
た
も
の
で
、
そ

(
却
)

の
後
何
度
か
修
繕
を
繰
り
返
し
た
。

河
口
絵
図
で
は
、
九
頭
竜
川
が
濯
頂
寺
付
近
の
水

制
枠
で
川
の
流
れ
が
方
向
を
変
え
、
道
実
島
と
川
崎

村
と
の
聞
を
経
て
三
国
湊
川
端
を
経
て
河
口
(
銚
子

口
)
に
至
る
流
れ
を
朱
点
線
で
記
載
し
て
お
り
、
そ

の
傍
ら
に
「
往
古
ハ
此
筋
ヲ
通
リ
ニ
水
筋
相
流
レ
候

由
」
と
の
注
記
が
朱
筆
で
加
え
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、

九
頭
竜
川
の
本
流
の
場
所
に
は
「
此
外
筋
新
保
浦
川

岸
渡
銚
子
口
へ
出
水
勢
強
ク
相
見
へ
申
候
」
と
の
注

記
が
同
じ
く
朱
筆
で
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
河
口
絵
図
に
は
朱
点
線
に
沿
っ
た
道
実
島

と
川
崎
村
と
の
間
付
近
に
は
築
洲
や
新
島
が
で
き
て

い
る
様
子
や
、
三
国
湊
の
川
端
に
水
深
の
記
載
、
川

帽
の
記
載
が
あ
る
。
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こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
河
口
絵
図
に
は
、
本
来
、

謹
頂
寺
水
制
枠
の
設
置
に
よ
り
朱
点
線
に
記
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
川
の
流
れ
と
な
っ
て
い
た
の
が
、
濯
頂

土
寸
水
制
枠
が
十
分
に
機
能
し
な
い
た
め
、
土
砂
が
堆

積
し
て
三
国
湊
の
川
端
の
水
深
が
浅
く
な
っ
て
い
る

こ
と
を
示
す
情
報
が
多
く
記
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

判
明
す
る
。

(
3
)
高
橋
好
規
家
文
書

(4)
福
井
県
立
図
書
館
・
福
井
県
郷
土
史
懇
談
会
共
編
『
越

前
国
名
蹟
考
』
、
昭
和
=
一
十
=
一
年
、
八
一
一
一
頁

(
5
)
『
三
国
町
史
』
昭
和
=
一
十
九
年
、
一
三
人
頁

(
6
)
『
三
国
町
史
料
』
町
内
記
録
、
昭
和
四
十
八
年
、
三
頁

(
7
)
久
末
重
松
家
文
書
六
号
『
福
井
県
史
』
資
料
編
4
中

近
世
二
、
=
一
九
三
頁
)
。
な
お
、
本
史
料
に
よ
れ
ば
御

用
地
に
な
っ
た
の
は
文
政
二
年
己
卯
年
(
一
八
一

九
)
の
こ
と
と
さ
れ
、
二
年
の
差
が
あ
る
。

(
8
)
文
政
二
年
八
月
に
は
三
国
湊
久
目
白
寺
の
名
前
で
道
実

島
に
お
い
て
金
毘
羅
堂
再
建
の
た
め
の
金
毘
羅
議
が

企
て
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
年
に
御
用
地
に
な
っ
た
と

す
る
方
が
説
明
が
つ
く
(
「
山
口
家
譜
」
『
福
井
市
史
』

資
料
編
7
近
世
五
、
二
七
四
頁
、
大
森
英
世
家
文
書

「
金
毘
羅
講
札
取
次
心
得
方
定
」
『
福
井
市
史
』
資
料

編
6
近
世
四
下
、
二
二
ハ
頁
)

(9)
注

(6)
前
掲
書
、
三
頁

(
日
)
「
大
門
町
記
録
」
注

(
6
)
前
掲
童
目
、
二
九
一
頁

(
日
)
「
コ
一
国
湊
風
景
之
図
」
に
は
、
人
家
が
建
ち
並
ぶ
中
に

福
井
藩
か
ら
道
実
島
を
拝
領
さ
れ
た
=
一
国
与
兵
衛
の

邸
宅
が
み
え
る
が
、
こ
れ
は
天
保
年
中
以
後
の
こ
と

で
あ
る
(
「
松
ケ
下
万
代
不
易
録
」
注

(6)
前
掲
量
百
)

0

(
ロ
)
注

(
2
)
「
三
国
浦
絵
図
」
(
安
、
水
七
年
i
寛
政
三
年
頃
)

に
は
殿
島
は
「
御
嶋
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
も
川
崎
村
と
陸
続
き
に
な
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。

(
日
)
「
=
一
国
湊
御
用
留
帳
」
『
小
浜
敦
賀
三
国
湊
史
料
』
、
六
人

六
頁

(
凶
)
注

(6)
前
掲
書
、
一
頁

(
日
)
『
福
井
豚
史
』
第
二
編
藩
政
時
代
、
大
正
十
年
、
五
七

六
百
貝

(
時
)
松
平
文
庫
「
越
前
世
譜
」
、
享
保
二
十
年
間
一
一
一
月
二
十

六
日
の
項

(
げ
)
注

(
4
)
前
掲
書
、
八
一
九
頁

(
路
)
注
(
日
)
、
享
保
二
十
年
八
月
日
不
詳
の
項

(
問
)
注
(
国
)
、
享
保
二
十
年
八
月
日
不
詳
の
項

(
初
)
注

(
6
)
前
掲
書
、
一
二
一
一
一
一
頁

(
幻
)
注

(3)

(
勾
)
注

(6)
前
掲
書
、
=
一
頁

(
お
)
松
平
文
庫
「
御
家
老
中
御
用
留
抜
集
」
の
宝
暦
元
年

五
月
二
十
九
日
の
項
に
よ
れ
ば
、
=
一
国
水
戸
教
舟
支

配
に
つ
い
て
三
国
湊
問
丸
共
か
ら
室
屋
亀
次
郎
の
弟

与
三
郎
に
引
き
渡
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

室
屋
惣
次
郎
と
亀
次
郎
と
は
親
子
関
係
に
あ
る
こ
と

か
ら
混
同
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
な
お
、
「
=
一
国
湊

川
口
燈
明
」
が
始
め
ら
れ
た
の
は
元
禄
十
三
年
の
こ

と
と
す
る
記
事
も
あ
る
(
『
国
事
叢
記
』
上
、
=
一
三
九

頁
、
『
片
聾
記
・
続
片
聾
記
上
』
八
九
百
(
)

(M)
酒
谷
文
書
「
諸
事
記
録
」
「
三
国
町
史
料
』
海
運
記
録
、

昭
和
五
十
年
、
二
六
九
頁
。
な
お
、
『
片
聾
記
・
続

片
聾
記
上
』
六
二
一
四
頁
で
は
元
禄
十
三
年
の
記
事

と
し
て
「
=
一
園
の
港
口
に
始
て
置
舟
以
導
入
港
船
、

警
は
用
旋
旗
夜
は
懸
燈
火
以
為
標
語
之
を
水
戸
印
」

と
あ
る
が
、
こ
の
段
階
で
は
昼
の
「
雄
旗
」
に
対
し

て
夜
の
「
懸
燈
火
」
で
あ
り
櫓
で
あ
っ
た
と
確
認
で

き
る
わ
け
で
は
な
い
。

(
お
)
注
(
日
)
、
元
禄
十
年
十
月
二
十
五
日
の
項

(
お
)
土
屋
豊
孝
家
文
書
、
福
井
県
文
書
館
複
製
本
C
|
揃

(
一
九
頁
)
、

(
幻
)
「
安
嶋
浦
・
三
国
湊
争
論
文
書
」
「
三
国
町
史
料
』
村
方

記
録
、
昭
和
四
十
九
年
、
一
六
八
頁

(
お
)
注

(
6
)
前
掲
書
、
三
頁

(
m
m
)

注
(
凶
)
、
安
政
三
年
七
月
十
三
日
の
項

(
初
)
た
と
え
ば
、
寛
政
三
年
七
月
八
日
に
は
福
井
表
御
門

普
請
の
た
め
大
材
木
を
運
ぶ
よ
う
に
指
示
が
出
さ
れ

て
い
る
(
注
(
日
)
前
掲
書
、
四
二
三
頁
)
。
な
お
、

こ
の
御
門
と
は
桜
御
門
の
こ
と
で
あ
り
、
福
井
表
へ

の
輸
送
に
は
川
舟
輸
送
に
従
事
し
て
い
た
安
居
舟
の

手
に
よ
っ
た
(
同
書
、
寛
政
四
年
二
月
二
十
四
日
の

項)。

(
出
)
注

(
6
)
量
目
、
一
二
三
一
頁

(
明
記
)
な
お
、
注

(4)
前
掲
書
に
挿
入
の
「
コ
一
国
港
図
」

に
は
「
御
米
蔵
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
御
木
蔵

の
誤
記
で
あ
る
。

(
お
)
注
(
日
)
前
掲
書
、
四
九
四
頁

(
斜
)
「
滝
谷
町
記
録
」
注

(
6
)
前
掲
書
、
四
一
一
一
一
頁

(
お
)
「
三
国
湊
御
条
目
」
注

(
6
)
前
掲
書
、
二
一
五
頁

(
お
)
注
(
日
)
、
寛
政
九
年
六
月
二
十
七
日
の
項

(
幻
)
「
三
国
湊
記
録
(
支
配
人
日
記
)
」
注

(
6
)
前
掲
書
、

一一二

O
頁

(
お
)
「
=
一
国
湊
問
丸
日
記
補
遺
」
注

(
6
)
前
掲
書
、
一
八
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一一工貝

(
ぬ
)
『
明
治
三
大
築
港
展
』
図
録
、
み
く
に
龍
濁
館
、
平
成

十
六
年

ニ
.
河
口
絵
図
の
作
成
時
期
と
作
成
意
図

(
一
)
河
口
絵
図
の
作
成
年
代

一
.
河
口
絵
図
に
記
さ
れ
た
情
報
を
ま
と
め
る

と
、
そ
の
作
成
年
代
は
寛
政
十
年
(
一
七
九
八
)
か

ら
文
政
四
年
(
一
八
二
一
)
ま
で
の
約
二
十
年
聞
の

景
観
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
以
上
年
代
を
絞
り
込
む
に
は
、
河

口
絵
図
の
作
成
意
図
か
ら
絞
り
込
む
必
要
が
あ
る
。

(
二
)
河
口
絵
図
の
作
成
意
図

河
口
絵
図
の
内
容
を
一
.
(
八
)
か
ら
考
え
る

と
、
河
口
絵
図
は
濯
頂
寺
水
郷
枠
の
改
修
の
た
め
の

現
状
把
握
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
定

さ
れ
る
。

で
は
、
濯
頂
寺
水
制
枠
の
改
修
状
況
は
ど
う
で
あ

っ
た
の
か
を
示
し
た
も
の
が
次
の
表
で
あ
討
。
こ
の

中
で
河
口
絵
図
の
作
成
年
代
に
合
致
す
る
の
は
文
化

九
年
の
改
修
で
あ
る
。

7 

平
野

松
平
文
庫
「
九
頭
竜
川
河
口
絵
図
」
に
つ
い
て

寛永9年 (1632) 熊本藩加藤家の家臣であった野田

市之丞が、福井藩に召抱えられ普

請方を務め、 「濯頂寺水制枠」を

築造。

天明 6年 (1786) 濯頂寺水制枠大破。大修理を行う。

寛政2年 (1790) 濯頂寺水制枠修理。

文化9年 (1812) 水戸銚子口 2尺に及ばず、水底を

さらえ、宿の浜出先の水捌ねをす

る。

弘化3年 (1846) 濯頂寺水制枠修理。 (杭識石の上

に石枠を作る。)

安政6年 (1859) i墓頂寺水制枠修理。

明治冗年 (1868) 洪水により竹田川沿村82ケ村に被

害。 8月濯頂寺水勿リ枠廃除。

(
コ
一
)
文
化
九
年
の
濯
頂
寺
水
制
枠
の
修
理

で
は
、
文
化
九
年
に
行
わ
れ
た
濯
頂
寺
水
例
枠
の

修
理
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
概
要
は
「
一
二
国
湊
御
用
留
帳
」
に
は
、
次

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
同
(
文
化
九
年
九
月
筆
者
注
)
廿
二
日
、
波

高
ニ
而
水
戸
銚
子
口
此
問
之
通
水
浅
ニ
相
成
候
様

子
水
戸
小
屋
β
相
達
シ
、
口
銭
出
役
嶋
崎
氏
井
定

役
松
尾
氏
下
役
コ
一
人
湊
役
人
共
不
残
水
戸
先
へ
罷

出
、
人
足
申
付
水
制
等
い
た
し
、
同
廿
=
一
日
同
断

取
掛
り
候
処
、
廿
四
日
銚
子
日
深
サ
四
尺
斗
ニ
相

成
、
入
船
出
入
共
差
支
無
之
段
相
達
、
且
右
砂
渡

ニ
付
諸
入
用
有
之
候
問
、
別
紙
之
通
金
津
御
役
所

様
御
口
銭
方
二
通
差
出
ス
写
左
之
通

乍
恐
口
上
書
を
以
奉
願
上
候

一
、
当
九
月
十
三
日
当
湊
水
戸
銚
子
口
之
所
水
浅

ニ
相
成
、
漸
く
深
サ
弐
尺
斗
相
立
候
問
、
入
船

等
大
差
支
ニ
相
成
申
候
ニ
付
、
早
速
御
達
申
上

銚
子
口
水
底
凌
井
川
筋
水
之
流
悪
敷
故
水
先
キ

宿
浦
方
へ
相
付
候
而
、
右
駄
水
浅
ニ
相
成
申

候
、
依
之
宿
之
浜
出
先
キ
へ
水
郷
仕
候
問
、
砂

相
凌
早
速
水
深
ニ
相
成
悦
申
候
処
、
十
八
日
十

九
日
之
荒
波
高
ニ
相
成
候
処
、
又
々
水
筋
相
埋

候
ニ
付
先
達
之
水
制
β
水
下
も
へ
亦
々
水
刻
等

相
帯
候
処
、
程
能
水
筋
相
掛
り
早
速
水
深
ニ
相

成
申
候
而
、
只
今
船
出
入
共
無
差
支
相
成
船
手

井
問
屋
共
一
統
相
悦
申
候
、
右
水
制
砂
渡
ニ
付

別
紙
之
通
入
用
等
多
相
掛
り
申
候
、
恐
多
御
願

ニ
御
座
候
へ
共
、
何
卒
右
両
度
入
用
銀
被
下
置

候
様
奉
願
上
候
、
是
迄
前
代
未
聞
之
御
儀
他
国

へ
相
聞
候
而
ハ
不
相
済
と
奉
存
入
用
等
之
儀
も

御
伺
不
申
上
早
速
相
繕
申
候
問
、
何
卒
乍
恐
被
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屋為
共開
始召
私訳
共 右
ー願
同之

問難通
丸有入

可用
奉銀
存被
候下
、置

以 候
上ハ

間

申
九
月

池

上

申，'-"、

山

田

七
郎
右
衛
門郎郎

四

浅

源

五

田

庄

屋

普

良日

同

{女

兵

衛

船
問
屋

年
行
司宮

腰

屋

五

郎

兵

衛

但
右
両
度
入
用
銀
高
壱
百
弐
拾
五
匁
弐
分
六

厘

、

外

ニ

人

足

三

百

五

拾

人

」

実
は
、
文
化
九
年
の
改
修
の
話
は
こ
の
年
に
始
ま

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
普
請
の
四
年
前
、
文
化

五
年
間
六
月
に
濯
頂
寺
川
除
普
請
を
行
う
よ
う
に
福

井
藩
が
命
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
当
時
は
世
上
不
景

気
の
上
に
焼
失
し
た
福
井
藩
江
戸
上
屋
敷
の
再
建
費

用
や
三
国
湊
の
惣
社
で
あ
る
山
王
宮
の
修
繕
な
ど
が

重
な
り
、
莫
大
の
費
用
を
捻
出
す
る
こ
と
が
困
難
な

た
め
、
一
二
国
湊
側
で
は
普
請
銀
高
の
半
額
を
福
井
藩

か
ら
負
担
し
て
も
ら
う
こ
と
を
条
件
に
し
た
上
で
翌

年
に
延
期
す
る
よ
う
に
願
つ
て
い
一
例
。

し
か
し
、
翌
文
化
六
年
も
江
戸
下
屋
敷
の
普
請
な

ど
福
井
藩
の
出
費
も
重
な
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、

濯
頂
寺
川
除
普
請
は
進
ま
ず
、
さ
ら
に
翌
年
の
文
化

七
年
六
月
二
十
二
日
に
至
っ
て
よ
う
や
く
濯
頂
寺
川

(
品
)

除
普
請
仕
法
書
の
提
出
が
求
め
ら
れ
た
。

そ
し
て
、
翌
二
十
三
日
に
は
湊
役
人
が
「
功
者
之

者
」
で
あ
る
平
野
屋
作
右
衛
門
、
真
屋
孫
兵
衛
、
桶

屋
次
兵
衛
を
召
連
れ
て
濯
頂
寺
の
見
分
を
行
つ
抗
日
。

さ
ら
に
二
日
後
の
二
十
五
日
に
は
次
の
よ
う
な
記
事

が
あ
る
が
、
こ
の
見
分
の
結
果
を
踏
ま
え
た
も
の
で

あ
っ
た
。

「
同
(
文
化
七
年
六
月
|
筆
者
注
)
二
十
五
日
、

(
撞
)

漢
頂
寺
川
除
色
絵
図
平
作
・
桶
次
・
頁
孫
β
指
出

し
候
ニ
付
、
正
智
院
へ
呼
出
し
衆
評
ニ
お
よ
び
、

猶
又
諸
色
積
り
書
代
盛
書
付
内
々
指
出
、
惣
〆
高

三
拾
弐
三
貫
匁
あ
ら
積
り
候
趣
指
出
し
候
、
右
ニ

付
明
日
金
津
表
江
召
連
絵
図
面
を
以
御
達
可
申
上

旨
申
談
候
」

こ
こ
で
は
、
費
用
の
見
積
額
を
三
十
二
乃
至
三
十
三

貫
匁
と
概
算
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
「
濯
頂

寺
川
除
色
絵
図
」
が
「
功
者
之
者
」
の
手
で
作
成
さ

れ
て
い
る
こ
と
、
金
津
表
す
な
わ
ち
金
津
奉
行
所
に

提
出
が
予
定
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
し
て
も
ら
い
た

しミ。
な
お
、
三
国
湊
か
ら
先
の
概
算
額
等
を
金
津
奉
行

所
に
提
出
さ
れ
た
が
、
約
三
十
貫
匁
の
う
ち
藩
か
ら

は
三
分
の
一
の
十
貫
匁
が
御
下
タ
銀
と
さ
れ
る
の
み

で
、
残
る
二
十
貫
匁
は
三
国
湊
側
で
十
五
年
賦
で
対

(
岨
)

応
す
る
よ
う
に
と
の
指
示
で
あ
っ
た
。

こ
の
結
果
を
持
ち
帰
っ
て
三
国
湊
で
は
協
議
を
重

ね
た
が
、
ま
た
し
て
も
「
当
年
ハ
船
廻
り
等
不
宜
一

統
ニ
不
景
気
銀
子
御
取
替
之
義
出
来
不
致
」
状
況
で

あ
る
こ
と
か
ら
濯
頂
寺
川
除
普
請
は
さ
ら
に
延
期
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
、
約
一
年
後
の
文
化
八
年
六
月
に
は
次

の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
福
井
藩
も
濯
頂

寺
川
除
普
請
の
必
要
性
が
な
い
と
判
断
し
て
い
た
わ

(
胡
)

け
で
は
な
い
ら
し
い
。

「
(
丈
化
八
年
|
筆
者
注
)
六
月
十
四
日
、
金
津
表

御
配
府
到
来
、
態
申
達
候
、
狭
山
ハ
明
十
三
日
御
頭

内
分
ニ
て
濯
頂
寺
川
除
所
井
町
裏
川
口
御
番
所
辺

迄
川
筋
之
処
御
内
見
被
成
度
ニ
付
被
相
越
候
、
右

ニ
付
四
日
市
橋
詰
迄
舟
壱
般
差
出
置
候
様
い
た
し

度
候
、
尤
御
昼
飯
之
儀
ハ
正
智
院
ニ
お
ゐ
て
七
分

弁
当
支
度
有
之
候
様
御
申
聞
可
被
成
人
数
上
下
七

人
相
越
申
候
、
右
申
達
如
此
ニ
御
座
候
へ
ハ
、
右
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ニ
付
胴
船
壱
膿
・
天
満
壱
膿
仕
立
、
右
橋
下
タ
迄

相
登
り
、
夫
β
直
ニ
濯
頂
寺
へ
御
出
御
内
見
有
之

候
処
、
雨
天
ニ
付
夫
・
5
正
智
院
ニ
て
御
中
飯
被

遊
、
御
帰
之
節
町
裏
深
サ
御
内
見
有
之
候
、
船
中

御
弁
当
差
出
ス
、
尤
橋
迄
御
見
送
是
・
5
駕
ニ
而
御

帰
被
遊
候
」

最
終
的
に
濯
頂
寺
川
除
普
請
が
実
施
さ
れ
る
の
は

さ
一
)
の
冒
頭
に
示
し
た
よ
う
に
、
更
に
翌
年
の
文

化
九
年
で
あ
る
が
、
前
年
の
文
化
八
年
に
濯
頂
寺
川

除
所
か
ら
三
国
湊
の
町
裏
そ
し
て
川
口
留
御
番
所
ま

で
の
川
筋
の
内
見
が
福
井
藩
の
手
に
よ
り
行
わ
れ
、

特
に
帰
り
の
節
に
は
「
町
裏
深
サ
御
内
見
有
之
」
と

あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
と
い
う
の
は
、
河
口
絵

図
に
は
、
三
国
湊
の
川
沿
い
、
道
実
島
と
の
間
の
川

幅
と
と
も
に
川
の
深
さ
に
関
す
る
記
述
が
詳
細
に
記

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
河
口

絵
図
は
、
文
化
九
年
の
濯
頂
寺
川
除
普
請
の
準
備
の

た
め
に
現
状
把
握
の
た
め
に
文
化
七
年
あ
る
い
は
文

化
八
年
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
切
。
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(
却
)
注
(
却
)
前
掲
書
四
五
頁
、
「
三
国
港
築
港
事
業
年
譜
」

よ
り
抄
録

(
引
)
注
(
お
)
前
掲
書
、
六
九
二
頁

(
必
)
注
(
路
)
前
掲
書
、
六
五
五
頁
、
文
化
五
年
間
六
月

十
六
日
お
よ
び
同
二
十
日
の
項

平
野

松
平
文
庫
「
九
頭
竜
川
河
口
絵
図
」
に
つ
い
て

(
門
知
)
注
(
日
)
前
掲
書
、
六
七
二
頁
、
文
化
七
年
六
月
二

十
二
日
の
項

(
必
)
注
(
日
)
前
掲
書
、
六
七
二
頁
、
文
化
七
年
六
月
二

十
三
日
の
項

(
必
)
注
(
日
)
前
掲
書
、
六
七
三
頁
、
文
化
七
年
六
月
二

十
五
日
の
項

(
必
)
注
(
日
)
前
掲
書
、
六
七
三
頁
、
文
化
七
年
六
月
一
一

十
六
日
の
項

(
幻
)
注
(
日
)
前
掲
書
、
六
七
二
頁
、
文
化
七
年
七
月
四

日
の
項

(
必
)
注
(
日
)
前
掲
書
、
六
七
九
頁
、
文
化
八
年
六
月
十

四
日
の
項

(
必
)
推
測
を
重
ね
る
な
ら
ば
、
文
化
七
年
に
作
成
さ
れ
た

濯
頂
寺
川
除
普
請
告
油
絵
図
に
翌
八
年
の
内
見
の
際
の

川
幅
、
水
深
の
調
査
が
記
入
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す

こ
と
も
で
き
よ
う
か
。

お
わ
り
に

最
後
に
、
河
口
絵
図
は
何
ゆ
え
辰
之
標
「
文
武
」

の
中
に
紛
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ

く
ま
で
も
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
可
能
性
の
一
つ

と
し
て
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

辰
之
標
「
文
武
」
に
は
武
術
に
関
す
る
史
料
が
含

ま
れ
る
が
、
そ
の
中
に
は
砲
術
関
係
の
も
の
が
あ

る
。
先
の
河
口
絵
図
の
時
代
を
絞
り
込
む
際
に
も
記

し
た
が
、
幕
末
に
は
三
国
湊
周
辺
に
は
外
国
船
へ
の

対
応
か
ら
宿
浦
、
泥
原
新
保
浦
等
に
台
場
が
設
け
ら

れ
た
。
辰
之
標
「
文
武
」
に
は
泥
原
新
保
浦
や
米
ケ

脇
浦
に
設
置
さ
れ
た
(
あ
る
い
は
設
置
予
定
で
あ
っ

た
)
の
台
場
の
設
計
図
の
よ
う
な
小
絵
図
が
複
数
残

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
台
場
が
設
置
さ
れ
た
三
国

湊
周
辺
を
概
略
的
に
示
す
小
絵
図
と
し
て
、
河
口
絵

図
は
転
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

謝
辞

本
稿
執
筆
に
あ
た
り
福
井
県
立
図
書
館
お

よ
び
福
井
県
文
書
館
に
史
料
の
確
認
で
便
宜
を
図
っ

て
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
厚
く
感
謝
を
申
し
上
げ
た

し当。
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